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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】シール性を向上させることのできる医療用器具
用キャップを提供する。
【解決手段】接続プラグ本体部と蓋部２２とを有する医
療器具用キャップ２０において、接続プラグ本体部は、
円形の管路１９が開口端２５に向けて拡がる拡径部３０
を有し、蓋部２２は、円形の外周形状を有して突出する
シール部３６が設けられており、シール部３６は、蓋部
２２が閉じたときに拡径部３０内に密着する端部３６ａ
が全周に亘って形成されるようにした。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　接続プラグ本体部と蓋部とを有する医療器具用キャップにおいて、
　前記接続プラグ本体部は、円形の管路が開口端に向けて拡がる拡径部を有し、
　前記蓋部は、円形の外周形状を有して突出するシール部が設けられており、
　前記シール部は、前記蓋部が閉じたときに前記拡径部内に密着する端部が全周に亘って
形成されたことを特徴とする、医療器具用キャップ。
【請求項２】
　請求項１に記載の医療器具用キャップにおいて、
　前記シール部は、円筒形状に形成されたことを特徴とする、医療器具用キャップ。
【請求項３】
　請求項２に記載の医療器具用キャップにおいて、
　前記蓋部は、前記シール部を貫通するとともに端部に形成されたフランジ部で前記シー
ル部を保持する軸部を有し、前記シール部は、前記軸部に対して摺動可能に組付けられて
いることを特徴とする、医療器具用キャップ。
【請求項４】
　請求項１に記載の医療器具用キャップにおいて、
　前記シール部は、円柱形状に形成されたことを特徴とする、医療器具用キャップ。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の医療器具用キャップにおいて、
　前記拡径部は、前記管路が前記開口端に向けて直線的に拡がることを特徴とする、医療
器具用キャップ。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の医療器具用キャップにおいて、
　前記拡径部は、前記管路が前記開口端に向けて曲線的に拡がることを特徴とする、医療
器具用キャップ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、例えば、尿道カテーテル等の人体留置医療用器具の外部開閉弁として機能す
る医療器具用キャップに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から人体留置医療用器具の使用例としては下記のものがある。
【０００３】
　女性の尿失禁、排尿障害は外性器の解剖学的理由から尿管理が難しい例が多い。排尿障
害例に対しては、薬物療法（ウブレチッド、αブロッカー等）、間欠自己導尿法が現在広
く行われている。また、尿失禁患者には薬物療法（抗コリン剤、イミプラミン、塩酸エフ
ェドリン、α作動薬等）、バルンカテーテル留置法、骨盤底筋訓練法、間欠自己導尿法、
尿集器、種々のおむつ排尿法等が考案され、それなりの成果を上げている。
【０００４】
　一方、脳血管障害者、脊髄損害者では薬物の反応が不十分であったり、手の巧緻性が不
良であったりするために、カテーテル等の操作が十分できず適応から外れる症例も多い。
特に女性で中程度以上の片麻痺患者、上位脊髄損傷患者（第７頸椎以上の損傷）では選択
可能な排尿管理方法として膀胱瘻、おむつ排尿しかないのが現状である。
【０００５】
　また、尿道カテーテルを使用している場合であっても、尿がキャップに付着し、乾燥す
ると微細な結晶が残ることがある。キャップの接触面に結晶が付着すると、凹凸が出来て
その間から尿漏れを生じる。このような課題を解消すべく、例えば、女性で、残尿を有す
る排尿困難例、または膀胱瘻またはおむつ排尿を行っている尿失禁例で、なおかつ手の巧
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緻性が不良な症例でも簡単に、尿の排泄および蓄尿等の操作が簡単で、尿の結晶により凹
凸が出来ても簡単に尿漏れの生じない人体留置医療器具用キャップが提案されている（例
えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－２０６３７０号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来の技術による医療器具用キャップでは、接続プラグ本体部と蓋
部とでシール材を挟み込んでいるだけであり、蓋部を閉じたときにより密封された医療器
具用キャップが望まれていた。
【０００８】
　本考案は、上記従来の技術による課題を解消し、シール性を向上させることのできる医
療用器具用キャップを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本考案は、接続プラグ本体部と蓋部とを有する医療器具用キャップにおいて、前記接続
プラグ本体部は、円形の管路が開口端に向けて拡がる拡径部を有し、前記蓋部は、円形の
外周形状を有して突出するシール部が設けられており、前記シール部は、前記蓋部が閉じ
たときに前記拡径部内に密着する端部が全周に亘って形成されたことを特徴とする。
【００１０】
　この場合において、前記シール部は、円筒形状に形成されていてもよい。前記蓋部は、
前記シール部を貫通するとともに端部に形成されたフランジ部で前記シール部を保持する
軸部を有し、前記シール部は、前記軸部に対して摺動可能に組付けられていてもよい。前
記シール部は、円柱形状に形成されていてもよい。前記拡径部は、前記管路が前記開口端
に向けて直線的に拡がっていてもよい。前記拡径部は、前記管路が前記開口端に向けて曲
線的に拡がっていてもよい。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案では、シール性を向上させることのできる医療用器具用キャップを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案の一実施形態に係る蓋が閉じた状態の医療器具用キャップを示す正面図で
ある。
【図２】蓋が開いた状態の医療器具用キャップを示す正面図である。
【図３】蓋が開いた状態の医療器具用キャップを示す斜視図である。
【図４】医療器具用キャップを示す断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本考案の一実施形態に係る医療器具用キャップについて、図面を用いて説明する
。
　図１は、蓋が閉じた状態の医療器具用キャップを示す正面図であり、図２は、蓋が開い
た状態の医療器具用キャップを示す正面図であり、図３は、蓋が開いた状態の医療器具用
キャップを示す斜視図であり、図４は、医療器具用キャップを示す断面図である。
【００１４】
　医療器具用キャップ２０は、排尿チューブ（図示せず）などを介してあるいは直接的に
尿道カテーテルや畜尿袋等に接続されるように設けられている。医療器具用キャップ２０
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は、弾力性を有する樹脂で形成されており、図１に示すように、排尿開口（管路）１９を
有する接続プラグ本体部２１と、接続プラグ本体部２１と一体で成形された蓋部２２とを
有している。
【００１５】
　接続プラグ本体部２１は、図２に示すように、尿道カテーテルや畜尿袋等に接続される
ための接続部２３が形成されており、この接続部２３の裏側に、蓋部２２が載置される座
部２４が形成されている。接続部２３及び座部２４は、中心を円形の排尿開口１９が貫通
して形成されている。接続プラグ本体部２１の座部２４には、図３に示すように、排尿開
口１９の上縁部近傍に磁石１が組み込まれている。この磁石１は、排尿開口１９の開口端
２５を取り囲むように環状に形成されている。接続プラグ本体部２１の座部２４には、排
尿開口１９が延在する方向に対して垂直な方向に、座部２４から外方に向いて突出する突
起部２７が形成されている。この突起部２７は、柱状部２７ａの先端２７ｂが柱状部２７
ａよりも拡径した形状を有している。
【００１６】
　座部２４の上端には、蓋部２２を閉じたときに蓋部２２の下端と当接するための４つの
突起２４ａが設けられている。これら４つの突起２４ａは、排尿開口１９の開口端２５を
取り囲むように円周方向に略等間隔に配置されており、より具体的には、突起部２７と排
尿開口１９の中心とを結んだ仮想線に対してそれぞれ４５度離れた位置に配置されている
。これにより、医療器具用キャップ２０は、蓋部２２を閉じたときに座部２４の上端と蓋
部２２の下端との間に隙間が形成されるようになっている。
【００１７】
　蓋部２２は、内面の中心部から立ち上がった軸部２６が形成され、この軸部２６には、
円筒形状の例えばシリコーンゴムからなるシール部３６が組み付けられている。具体的に
は、軸部２６は、シール部３６を貫通するとともに軸部２６の端部に形成されたフランジ
部２６ａでシール部３６を保持するようになっている。このとき、シール部３６は、軸部
２６に沿って圧縮されて縮むことができるように軸部２６との接触面が軸部２６の外周面
に対して図中矢印Ｚで示す方向に摺動可能に設けられている。すなわち、シール部３６の
軸部２６との接触面は、軸部２６に対して摺動可能に組付けられている。
【００１８】
　蓋部２２の内面には、図４に示すように、軸部２６を中心とした環状の溝２８が形成さ
れており、この環状の溝２８の中には、磁石１の磁力によって磁石１に吸着されるように
金属製部材２が組み込まれている。この金属製部材２は、磁石１と同様に、蓋部２２が閉
じられたときに、排尿開口１９の開口端２５を取り囲むように環状に形成されている。な
お、本実施形態に係る医療器具用キャップ２０は、座部２４の突起２４ａにより座部２４
の上端と蓋部２２の下端との間に隙間が形成されるため、磁石１と金属製部材２との間に
隙間が形成されるようになっている。
【００１９】
　蓋部２２は、ヒンジ部４０を介して略均一な厚さで板状の係止部４１が取り付けられて
いる。この係止部４１は、接続プラグ本体部２１の突起部２７に係合するための孔部４２
が形成されている。
【００２０】
　係止部４１は、使用者が操作することにより、係止部４１を蓋部２２に対して揺動させ
るためのつまみ部４３が取り付けられている。このつまみ部４３は、係止部４１よりも厚
肉に形成されている。つまみ部４３の先端部には孔４３ａが形成されており、紐などを通
すことができるようになっている。
【００２１】
　本実施形態に係る接続プラグ本体部２１は、円形の排尿開口１９が開口端２５に向けて
直線的に円錐形状に拡がる拡径部３０を有している。一方、蓋部２２は、円形の外周形状
を有して突出するシール部３６が設けられており、シール部３６は、蓋部２２が閉じたと
きに拡径部３０内に密着する端部３６ａがシール部３６の全周に亘って形成されている。
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【００２２】
　かかる構成により、蓋部２２が接続プラグ本体部２１に閉じられるときに、シール部３
６の端部３６ａが拡径部３０に当接して弾性変形し、拡径部３０と係合して排尿開口１９
を密封すると共に後述するように蓋部２２が接続プラグ本体部２１に対して二重ロック（
係止）されるようになっている。このとき、シール部３６は、拡径部３０と当接する端部
３６ａが軸部２６を中心にシール部３６の全周に形成されていることにより、蓋部２２を
閉じるときに、シール部３６の端部３６ａに応力が集中して高いシール性が得られるよう
になっている。
【００２３】
　以下、二重ロック構造について具体的に説明する。蓋部２２が接続プラグ本体部２１に
閉じられるときに、磁石１の磁力によって金属製部材２が磁石１に吸着（磁力による 吸
着係止）されるようになっている。また、接続プラグ本体部２１の座部２４に形成された
突起部２７が蓋部２２の係止部４１の孔部４２に係合するようになっている。このように
、金属製部材２と磁石１との磁力によるロック（係止）と、突起部２７と孔部４２との係
合によるロック（係止）の二重のロック（係止）状態で蓋部２２が接続プラグ本体部２１
に閉じられるようになっているため、キャップに付着した尿が乾燥して微細な結晶が形成
されても簡単に尿漏れを生じることがない蓄尿袋を提供することができる。
【００２４】
　本実施形態に係る医療器具用キャップ２０は、円形の排尿開口１９が開口端２５に向け
て拡がる拡径部３０を接続プラグ本体部２１が有し、蓋部２２は、円形の外周形状を有し
て突出するシール部３６が設けられており、シール部３６は、蓋部２２が閉じたときに拡
径部３０内に密着する端部３６ａがシール部３６の全周に亘って形成されている。これに
より、接続プラグ本体部２１の拡径部３０と当接するシール部３６の端部３６ａに応力が
集中するため、シール性を向上させることができる。
【００２５】
　また、蓋部２２は、シール部３６を貫通するとともに端部に形成されたフランジ部２６
ａでシール部３６を保持する軸部２６を有し、シール部３６の軸部２６との接触面は、軸
部２６に対して図中矢印Ｚで示す方向に摺動可能に組付けられている。これにより、シー
ル部３６は、軸部２６に沿って圧縮されて縮むことができるため、使用者が蓋部２２を閉
じるときにシール部３６による適度な反力が生じ、使用感を向上させることができる。
【００２６】
　以上、実施形態に基づいて本考案を説明してきたが、本考案はこれに限定されない。例
えば、上記実施形態では、円筒形状のシール部３６を用いているが、本考案はこれに限定
されない。例えば、シール部は、円柱形状を有していてもよい。
【００２７】
　また、上記実施形態では、拡径部３０は、排尿開口１９が開口端２５に向けて直線的に
拡がるように形成されているが、本考案はこれに限定されない。例えば、拡径部は曲線的
に広がるように形成されていてもよい。
【００２８】
　さらに、上記実施形態では、座部２４側に磁石１が組み込まれ、蓋部２２側に金属製部
材２が組み込まれているが、本考案はこれに限定されない。例えば、座部側に金属製部材
が組み込まれ、蓋部側に磁石が組み込まれていてもよいし、異なる極性が対向するように
座部及び蓋部の各々に磁石が組み込まれていてもよい。
【符号の説明】
【００２９】
　　１…磁石
　　２…金属製部材
　　１９…排尿開口（管路）
　　２０…医療器具用キャップ
　　２１…接続プラグ本体部
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　　２２…蓋部
　　２３…接続部
　　２４…座部
　　２４ａ…突起
　　２５…開口端
　　２６…軸部
　　２６ａ…フランジ部
　　２７…突起部
　　２７ａ…柱状部
　　２７ｂ…先端
　　２８…溝
　　３０…拡径部
　　３６…シール部
　　３６ａ…端部
　　４０…ヒンジ部
　　４１…係止部
　　４２…孔部
　　４３…つまみ部
　　４３ａ…孔

【図１】 【図２】



(7) JP 3224825 U 2020.1.23

【図３】 【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

